
かすみエールプレミアム商品券【第１弾】に引き続き、市内の消費拡大及び経済活動の活性化
を目的として、「かすみエールプレミアム商品券【第２弾】」の販売を令和３年１月 18日（月）
から予定しています。（商品券の購入は先着順ではありません。）

販売予定期間　令和 3 年 1 月 1 8 日〜 2 月 2 6 日

販売価格 1 冊 10,000 円分を 5,000 円で販売　［プレミアム率 100％］　※ 1世帯 2冊まで

1 冊の内容
1 冊 20 枚綴　共通券（大型店・中小店利用可能）　500 円× 10 枚　
　　　　　　  専用券（中小店利用可能）　            500 円× 10 枚

購入方法
令和３年１月中下旬に、商品券購入に必要な購入引換券（はがき）を全世帯に発送します。
購入方法や販売場所等については、発送する購入引換券をご覧いただきお買い求めください。
商品券の購入は先着順ではありません。購入をご希望の方は、慌てず期間内にお買い求めください。

◇問い合わせ先◇
かすみがうら市役所 地域未来投資推進課（TEL）0299-59-2111・029-897-1111（FAX）0299-59-2176

（E-mail）syoukou@city.kasumigaura.lg.jp

　利用期間が「令和2年 10月１日（木）〜令和2年 12月 31日（木）」と記載されている商品券（第
1弾）についても、商品券（第2弾）発行に伴い、利用期限が令和3年 3月 14日まで延長されます。

かすみエールプレミアム商品券かすみエールプレミアム商品券
♦第２弾♦♦第２弾♦のお知らせのお知らせ

商品券（第１弾）の利用期限の延長

令和 3 年 3 月 1 4 日まで
利用できます！

プレミアム率 

100100%!!%!!事前告知！事前告知！



商品券のご使用
について

商品券の注意
事項

●この商品券は 2021 年 3月 14日（日）までご利用いただけます。
　※利用期間を過ぎた場合は無効となります。
●この商品券は、「かすみエールプレミアム商品券取扱店」の表示がある　
　お店でのみ使用できます。
●この商品券では利用できないもの
　・換金性の高いもの（商品券・ビール券・お米券・図書券・文具券・　　　
　　ギフト券などの各種商品券、切手・印紙・プリペイドカードなど）
　・性風俗関連特殊営業に係るもの
　・国や地方公共団体への支払い
　・たばこ
　・不動産
●この商品券の額面に利用が満たない場合は、釣銭がでません。
●商品券の第三者への転売や譲渡はおやめください。
●商品券の紛失及び盗難に対する再発行はいたしません。
●汚損・破損等により商品券として判別できない場合は無効となります。
●その他、この商品券は商品券事業実施要項の定めにより実施します。

利用期間 : 令和 3 年 1 月 14 日 ㈭～令和 3 年 3 月 18 日 ㈭

利用期間 : 令和 3 年 1 月 14 日 ㈪～令和 3 年 3 月 18 日 ㈰

第 2弾！

取扱店すべてで使用できます。

プレミアム商品券の詐欺にご注意ください！
商品券の販売に乗じて、「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」が発生する可能性がありますので、ご注意
ください。

①プレミアム商品券を販売するために、市職員が手数料などの振り込みを求めたり、ATM の操作をお　
　願いすることは絶対にありません。

②プレミアム商品券は、市が各世帯に送付する「購入引換券」で引換え購入できます。電話やメール
　で購入をお願いすることは絶対にありません。

③プレミアム商品券に関連して、市からの電話により、住民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照
　会することは絶対にありません。

※上記の①～③に関して、市職員を名乗る電話や郵便が届きましたら、迷わず市や最寄りの警察署（ま
たは警察相談専用電話 #9110）にご連絡ください。

全店共通券

中小専用券

大型店を除く取扱店で使用でき
ます。


	★校了_表_1211_かすみ告知チラシ_A4.pdf
	★校了_裏_1211_かすみ告知チラシ_A4.pdf

